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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　【請求項１】　被験体において癌を処置するための医薬の製造のための、抗Ｆｎ１４抗
体であるＦｎ１４アゴニストの使用。
　【請求項２】　前記抗体がモノクローナル抗体である、請求項１に記載の使用。
　【請求項３】　前記抗体が、ヒト定常ドメインを含むキメラ抗体である、請求項１に記
載の使用。
　【請求項４】　前記抗体がヒト化抗体である、請求項１に記載の使用。
　【請求項５】　前記抗体がヒト抗体である、請求項１に記載の使用。
　【請求項６】　前記抗体が霊長類化抗体である、請求項１に記載の使用。
　【請求項７】　前記抗体が多価抗体である、請求項１に記載の使用。
　【請求項８】　前記抗体がＩｇＧである、請求項１に記載の使用。
　【請求項９】　前記抗体がＩｇＭである、請求項１に記載の使用。
　【請求項１０】　前記抗体が、前記被験体の体重１ｋｇにつき１０μｇ～３００μｇの
用量で投与されることを特徴とする、請求項１に記載の使用。
　【請求項１１】　前記抗体が、非経口経路、静脈内経路、皮下経路、腹腔内経路、また
は嚢内経路を経由して投与されることを特徴とする、請求項１に記載の使用。
　【請求項１２】　前記抗体が、放射線または化学療法と組み合わせて投与されるモノク
ローナル抗体である、請求項１に記載の使用。
　【請求項１３】　被験体において癌を処置するための医薬であって、
　抗Ｆｎ１４抗体であるＦｎ１４アゴニスト
を含む、医薬。
　【請求項１４】　前記抗体がモノクローナル抗体である、請求項１３に記載の医薬。
　【請求項１５】　前記抗体が、ヒト定常ドメインを含むキメラ抗体である、請求項１３
に記載の医薬。
　【請求項１６】　前記抗体がヒト化抗体である、請求項１３に記載の医薬。
　【請求項１７】　前記抗体がヒト抗体である、請求項１３に記載の医薬。
　【請求項１８】　前記抗体が霊長類化抗体である、請求項１３に記載の医薬。
　【請求項１９】　前記抗体が多価抗体である、請求項１３に記載の医薬。
　【請求項２０】　前記抗体がＩｇＧである、請求項１３に記載の医薬。
　【請求項２１】　前記抗体がＩｇＭである、請求項１３に記載の医薬。
　【請求項２２】　前記抗体が、前記被験体の体重１ｋｇにつき１０μｇ～３００μｇの
用量で投与されることを特徴とする、請求項１３に記載の医薬。
　【請求項２３】　前記抗体が、非経口経路、静脈内経路、皮下経路、腹腔内経路、また
は嚢内経路を経由して投与されることを特徴とする、請求項１３に記載の医薬。
　【請求項２４】　前記抗体が、放射線または化学療法と組み合わせて投与されるモノク
ローナル抗体である、請求項１３に記載の医薬。
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